同　意　書

豊橋市長　　様
大阪ガスセキュリティサービス（株）　様
　

私は、緊急通報装置の利用に際し、ＮＴＴアナログ以外の回線に関する注意・留意事項を理解し、ＮＴＴアナログ電話回線以外の電話回線を利用した場合に発生した不具合に起因するいかなる苦情または損害賠償について、貴市及び委託事業者に対し一切申し立てません。
【注意・留意事項】

緊急通報装置設置事業で貸与される緊急通報装置について、NTTアナログ電話回線での利用が前提となっており、それ以外の回線を利用した場合、

・緊急ボタンや相談ボタンが起動しない
・保守通報（停電・ﾊﾞｯﾃﾘｰ切れ・復電通報等）が実施されない
・インターネットの接続スピードが落ちる

・電話の音声に雑音が入る
などの障害により通常のサービスが提供されない場合があります。
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